
 
 

千千葉葉県県立立保保健健医医療療大大学学ににおおけけるる障障害害学学生生へへのの修修学学支支援援にに関関すするる指指針針                    

                          

（目的） 

第１条  この指針は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する千葉県職員対応要領

第３条の規定に関して、千葉県立保健医療大学（以下「本学」という。）に在籍する障害の

ある学生（以下「障害学生」という。）が安心して修学できるよう、本学の支援に関する基本

的な事項を定めることを目的とする。 

（基本原則） 

第２条  本学は、障害者基本法の基本的理念に則り、障害学生が障害を理由に修学を断

念することがないよう、修学機会を確保する。 

２ 本学は、障害学生が修学上不当な不利益を被ることがないよう、合理的な配慮及び適切

な支援を行うものとする。 

（相談対応） 

第３条  相談窓口は学生支援課として、障害学生から提出された、別紙（参考様式）の合

理的配慮の提供に係る申請（以下「申請」という。）を受け付ける。 

２ 障害学生の相談にあたっては、学生部長又は学生部長が指名する者が、本人の意思を

尊重し、十分に話し合うとともに、障害学生支援検討会において、支援のあり方を考える。 

３ 障害学生支援検討会の構成員は、学生部長、教務委員会委員１名、学生委員会委員１

名、進路支援委員会委員１名、入試実施部会委員１名及び当該障害学生が所属する学

科・専攻長並びに企画運営課長及び学生支援課長とする。 

会長は、学生部長をもって充てる。 

４ 障害学生支援検討会の業務は以下のとおりとする。 

① 申請に対する検討に関すること 

② 教職員への研修の企画・運営に関すること 

③ 特別な配慮を必要とする志願者の修学に関して必要なこと 

④ その他障害学生への支援に関して必要なこと 

５ 障害学生の支援を円滑に推進するため、必要に応じて関係委員会において課題の検討、

支援方法等の審議を行うものとする。 

（相談の記録） 

第４条  相談の記録は、学生支援課に集約し、千葉県個人情報保護条例（平成５年条例

第１号）に従って、相談者のプライバシーに配慮しつつ関係者間で情報共有を図り、以後

の相談等において活用することとする。 

（広報・啓発） 

第５条  学長は、障害者差別の解消を図るため、教職員及び学生への広報・啓発に努め

るものとする。 

 

附則 

この指針は、平成２９年１２月５日から実施する。 
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附則 

この指針は、令和８年１月５日から実施する。 

 

－ 163 －



 
 

 参考様式 

障害にかかる合理的配慮の提供に関する申請書 
 

申請日     年   月   日  

千葉県立保健医療大学長  様 

               

申請者 学籍番号※  

 学科（専攻）  

 氏名  

 連絡先 ①電話番号  

     ②メールアドレス  

※在学生のみ記入してください。 

 以下のとおり合理的配慮の提供を申請します。 

1. 申請区分 

□新規   □変更・追加   □継続（申請内容及び症状に変更・追加なし） 

※申請は毎学期必要です。 
 

22.. 配配慮慮のの提提供供をを希希望望すするる理理由由（（障障害害等等のの内内容容））  

＊医師の診断書（診断名、支援が必要な理由、具体的にどのような支援を要するのか記載さ

れたもの）、障害者手帳（ある場合のみ）を申請書に添付してください。 

（（１１））現現在在、、受受けけてていいるる診診断断名名・・障障害害名名をを記記入入ししててくくだだささいい。。  

                                               

 

（（２２））上上記記のの診診断断ににつついいてて、、いいつつ頃頃・・どどちちららのの機機関関でで診診断断をを受受けけらられれままししたたかか？？  

 診断の時期                                     

 診断機関                                      

 

（（３３））上上記記のの診診断断ににつついいてて、、障障害害者者手手帳帳ははおお持持ちちでですすかか？？  

 持っている  → 手帳の種類   身体障害者手帳   精神障害者保健福祉手帳 

  その他（療育手帳等） 

          等級     級 

 持っていない → ・現時点では手帳を取得することを考えていない 

           ・今後、手帳を取得することを検討中 

           ・今後、手帳の取得が必要かどうか相談したい 

           ・手帳は取得できない（理由：                    ） 

（（４４））症症状状及及びび障障害害のの状状態態等等ににつついいてて具具体体的的にに記記入入ししててくくだだささいい。。  

 

 

 

 

 

 
（裏面の記入もお願いします） 
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33.. 希希望望すするる配配慮慮のの内内容容  

（（１１））大大学学生生活活のの中中ででどどののよよううななここととにに困困っってていいまますすかか？？  

ままたた、、どどののよよううなな配配慮慮やや支支援援をを必必要要ととししてていいまますすかか？？  

＊授業、試験、実習、就職支援、学生生活等の場面で、希望する配慮の内容についてなるべ
く具体的に記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（例）①移動、施設・設備利用、支援機器・用具の利用に関する配慮            

②教材に関する配慮（点訳・電子データ化・拡大・字幕付け・事前配布等） 
③情報伝達・コミュニケーションに関する配慮（手話通訳・要約筆記・文書伝達等） 
④試験に関する配慮（時間延長、別室受験、解答方法等） 
⑤履修登録、学習支援等   
⑥学内生活に関する配慮（トイレ、食事等）  

    （（合合理理的的配配慮慮ににああたたららなないい例例））  
① 合格基準を下げること。 
② 授業の到達目標や公平性を損なう評価基準の変更をすること。 
③ 欠席した授業を出席扱いにすること 
④ 申請後の配慮開始より前に遡って配慮を求めること 

  
  

（（２２））ここれれままででのの学学生生生生活活でで、、配配慮慮のの提提供供をを受受けけてていいたた場場合合ははそそのの内内容容をを記記入入ししててくくだだささいい。。                

（学校場面で…） 

 

 

 

 

（学校以外の場面で…） 
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